
より、定着、まん延していないことを確認してい
る。一方、沖縄では誘殺後に寄生果実が発見さ
れ、関係機関（国、県及び市町村）が協力して迅

速な調査、防除を行い、終
息させた事例もある。

当該調査では、ミスジミ
バエなど我が国既発生のミ
バエ類も誘殺されることが
あるため、トラップに誘殺
されたミバエ類の正確な識
別が重要である。

なお、2011年（平成23
年）3月7日付けで植物防疫
法施行規則の一部が改正
され、ウメ輪紋ウイルス
（PPV）、ポテトスピンド
ルチューバーウイロイド
（P S T V d）、サドンオー
クデス病菌（Phytophthora 
kernoviae、P. ramorum ）の
4病原体が新たに輸出国植
物検疫機関に対して輸出前
の検査を要求する「輸出国
栽培地検査」の対象となっ
た。このことを受けて、当
該4病原体を侵入警戒調査の
対象として 追加することが
検討されている。

対象病害虫の侵入、まん
延は農作物への被害のみな
らず、他国から重要病害虫
の発生国とみなされ農産物
の輸出に大きな障害になり
かねないことから、植物防

疫所では、病害虫防除所等の関係機関と連携を密
にして、今後も本調査を的確に実施していくこと
としている。

移動規制
植物防疫法では、沖縄県や奄美群島、小笠原

諸島に発生しているアリモドキゾウムシやイモゾ
ウムシ、アフリカマイマイ、沖縄県や奄美群島、
トカラ列島に発生しているサツマイモノメイガ並
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はじめに
国内未発生または国内の一部地域のみに生息

する重要病害虫が新たな地域に発生した場合、農
作物に甚大な被害を与える
ことがある。このような重
要病害虫による国内農業へ
の影響を回避するため、そ
れらの病害虫を早期に発見
し、的確な防除を迅速に講
ずる必要がある。

植物防疫所では、侵入
病害虫対策として、海空
港で実施している侵入警戒
調査、国内の一部地域に生
息する病害虫の移動規制対
策、新規に発生した病害虫
への対策などを行っている
ので、本稿で紹介する。

侵入警戒調査
侵入警戒調査の対象病害

虫は、我が国の農業上重要
な作物を考慮して、発生国
での被害状況、我が国での
侵入、まん延の可能性と経
済的被害等を想定し、20種
類が選定されている。

対象病害虫及び調査方法
等は、表のとおりであり、
植物防疫所では、図に示し
た主要な海空港の1,815か所
の調査地点にトラップ等を
設置して実施している。各
都道府県は農作物の生産地
域など8,278か所の調査地点にトラップ等を設置
して実施している。また、東京都と国土交通省小
笠原総合事務所が小笠原諸島で調査を実施してい
る。

対象病害虫のうちミバエ類は、調査開始以来、
横浜、東京、成田、神戸、南西諸島などの海空港
においてトラップに誘殺される事例があったが、
調査用トラップの増設、寄主植物（生果実）の採
集による寄生状況の調査、調査回数の追加などに

植物防疫所における侵入病害虫対策について

図　植物防疫所が実施する侵入警戒調査

　　実施地点（赤印）と調査用トラップ

　（左上から：ｽﾀｲﾅｰ型、ﾏｯｸﾌｧｲﾙ型）
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びに沖縄県や鹿児島県の一部地域に発生してい 作物に重大な損害を与えるおそれがある場合、
るカンキツグリーニング病菌及びミカンキジラ これを駆除し、そのまん延を防止するため、
ミの未発生地域への侵入、まん延を防止するた 「緊急防除」の規定を設けている。
め、これらの病害虫の移動を禁止あるいはこれ 現在、ウメ輪紋ウイルス（東京都青梅市
らの病害虫の寄主又は宿主植物であるサツマイ 等 、カンキツグリーニング病菌（鹿児島県喜）
モ（紅いも等 、ヨウサイ、グンバイヒルガオ 界島）、アリモドキゾウムシ（鹿児島県指宿）
等の生茎葉及び地下部、カンキツ類の苗木等の 市）に対し、緊急防除を実施している（ 年2012
持ち出しを禁止又は制限している。 （平成 年） 月 日現在 。24 2 10 ）
植物防疫所では旅行者等に本制度を知っても 新たな病害虫であることが判明した場合（場
らうため、毎年 回の広報強化週間を設け、移動 合によっては判明する前）には、各都道府県等3
を禁止されている病害虫や植物あるいは制限さ と連携して、①発生範囲の特定、②被害状況の
れる植物の持ち出しや持ち込みがないように主 把握、③発生原因の究明、④初動防除を実施す
要な海空港でリーフレットの配布やアナウンス ることが肝要である。
などの周知活動を行っている。 植物防疫所では、病害虫の同定依頼には可能
また、本土のサツマイモ産地の市町村に対 な限り対応することとしているので、疑わしい
し ポスター、リーフレットを配布して移動規 病害虫を発見した場合には植物防疫所への連絡、
制に関する制度への理解を求めるとともに生 をお願いしたい。
産者等に対する制度周知の協力をお願いしてい

おわりにる。
近年、アリモドキゾウムシやイモゾウムシの 現在、農林水産省では、国内未発生または国
寄主植物として移動が禁止されている沖縄県産 内の一部地域のみに生息する重要病害虫が新た
ヨウサイ生茎葉が宅配便で本土の 都県に移出 な地域に発生した場合の対策について、現在関7
された違反もあったことから、沖縄料理店など 係機関が必要な措置を迅速かつ的確に講ずるこ
関係店舗等を対象にした広報活動も行ってい とができるよう、措置の内容・手続きを定めた
る。 「重要病害虫発生時対応基本指針」を策定中で

ある。今後改めてその内容を紹介したい。
新規に発生した病害虫への対応
植物防疫法では、新規に発生した病害虫が農

表 侵入警戒調査対象病害虫の調査実施状況




